
 

 

 

 

 

 

2025 年 12 月 12 日 

JR 東日本長野支社 

 

 

大糸線の信濃大町駅及び白馬駅で Suica がご利用いただけるようになります 

○ JR 東日本ではグループ経営ビジョン「勇翔 2034」において、生活のデバイスに進化した

Suica で便利な生活を目指しています。 

○ 首都圏 Suica エリアからのお客さまのご利用が多い大糸線信濃大町駅及び白馬駅において、

Suica を使った出改札サービスを 2026 年３月 14 日（土）から開始します。Suica のチャージ

残額によるご利用のほか、新たに信濃大町・白馬駅を発駅または着駅とする Suica 定期券を発

売します。ますます便利になる Suica をぜひご利用ください。 

 

１ サービス開始日 

 2026 年３月 14 日（土）始発から 

 

２ 新たに Suica をご利用いただける駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・今回追加する２駅から、首都圏 Suica エリアの駅へ乗車する場合、Suica のチャージ（入金）残額でタッ 

チ＆ゴーによる入出場が可能となります。２駅では、オートチャージもご利用いただけます。あわせて、 

２駅を発駅または着駅とする Suica 定期券の発売も行います。 

 ・「JRE POINT WEBサイト」に登録したモバイルSuicaやMy Suica（記名式）、Suica定期券のチャージ残額で

自動改札機・簡易Suica改札機で入出場し、JR東日本の在来線にご乗車いただくと、モバイルSuicaなら50

円ごとに１ポイント、My Suica（記名式）なら200円ごとに１ポイント貯まります。 

詳しくはJRE POINT WEBサイトをご参照ください。 JRE POINT WEBサイト：https://www.jrepoint.jp/ 

線区名 対象駅 

大糸線 
信濃大町 

白馬 

https://www.jrepoint.jp/


 

３ Suica 定期券の発売について 

 ⑴ ご利用条件について 

  ①今回追加する２駅及び、首都圏 Suica エリアの駅を相互に利用する場合、Suica 定期券がご利用いただ

けます。 

※既存の Suica 一部対応駅を発駅または着駅とする Suica 定期券は引き続き発売いたしません。 

 Suica 一部対応駅についてはこちらをご覧ください。 

  https://www.jreast.co.jp/suica/area/kakudai.html 

②以下の Suica 改札機が設置されていない駅を定期券でご利用いただく場合は、引き続き磁気定期券を 

ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 購入方法について 

   Suica 定期券は首都圏 Suica エリア内にある JR東日本の駅の「指定席券売機」または「みどりの窓口」

でお買い求めいただけます。（モバイル Suica は対象外） 

 

 ⑶ ご利用方法について 

  ①Suica 定期区間内の Suica 改札機が設置されている駅間で乗り降りする場合 

   ・改札機の読み取り部に Suica 定期券をタッチしてください。 

  ②Suica 定期区間内の Suica 改札機が設置されていない駅で乗り降りする場合 

・ご利用の際、駅係員又は乗務員にお声がけください。ご利用状況を確認させていただきます。 

※利用区間により次回のご利用時に ICカードの処理が必要となる場合があります。 

 

 ※Suicaはエリア内完結でのご利用となります。首都圏、仙台、新潟、青森、盛岡、秋田の各Suicaエリアを

またがってご利用いただくことはできません。各Suicaエリアは当社ホームページ

（https://www.jreast.co.jp/suica/area/）をご参照ください。またSuicaサービスの詳しい情報は当社 

ホームページ（https://www.jreast.co.jp/suica/）でもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jreast.co.jp/suica/area/kakudai.html
https://www.jreast.co.jp/suica/area/
https://www.jreast.co.jp/suica/


 

４ 「大都市近郊区間」が広がります 

Suica をご利用いただける駅が増えることにあわせて、首都圏エリアの「大都市近郊区間」を拡大します。 

【拡大となる区間】 

大糸線    穂高～白馬間 

○ 「大都市近郊区間」内のみを普通乗車券でご利用の場合は、実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くな

る経路で計算した運賃で乗車することができます。 

○ 「大都市近郊区間」内のみを普通乗車券でご利用の場合は、ご乗車区間の営業キロにかかわらず、乗車券の有

効期間はご利用当日限りとなり、途中下車することはできません。 

 

【参考】旅客営業規則に規定する大都市近郊区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ：新たに「大都市近郊区間」が拡大となる区間 

 

※「モバイルSuica」・「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白馬 

信濃大町 


